
高知県沿岸漁業等経営育成資金融資要綱の一部改正新旧対照表

新 旧

高知県沿岸漁業等経営育成資金融資要綱

第１条 (略)

（融資対象者）

第２条 この制度により融資を受けることができる者は、漁業協同組合及び水産加工業

協同組合の組合員であって、この制度の融資を行うことにより経営の育成と維持安定が

図られると認められる者で、県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がない者とす

る。ただし、漁業経営維持資金にあっては、使用漁船のトン数が 20 トン未満の者とす

る。

第３条～第６条 (略)

（貸付限度額、貸付期間及び貸付利率）

第７条 (略)

１～２ (略)

３ 各資金の貸付利率は、年 1.6 パーセント以内とする。

第８条～第 10 条 (略)

（市町村の利子補給）

第 11 条 資金の貸付けを受けようとする者が居住する市町村長は、予算の範囲内で当

該者の借入額に対し、年 0.6 パーセントの率で計算した額を融資機関に利子補給し、
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第１条 (略)

（融資対象者）

第２条 この制度により融資を受けることができる者は、漁業協同組合及び水産加工業

協同組合の組合員であって、この制度の融資を行うことにより経営の育成と維持安定が

図られると認められる者で、県税を滞納していない者とする。ただし、漁業経営維持資

金にあっては、使用漁船のトン数が 20 トン未満の者とする。

第３条～第６条 (略)

（貸付限度額、貸付期間及び貸付利率）

第７条 (略)

１～２ (略)

３ 各資金の貸付利率は、年 1.5 パーセント以内とする。

第８条～第 10 条 (略)

（市町村の利子補給）

第 11 条 資金の貸付けを受けようとする者が居住する市町村長は、予算の範囲内で当

該者の借入額に対し、年 0.6 パーセントの率で計算した額を融資機関に利子補給し、
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末端の貸付利率を年 1.0 パーセント以内とする。

第 12 条～第 13 条 (略)

附則 (略)

附則 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

別記

第１号様式（第８条関係）

高知県沿岸漁業等経営育成資金申込書

(略)

末端の貸付利率を年 0.9 パーセント以内とする。

第 12 条～第 13 条 (略)

附則 (略)

別記

第１号様式（第８条関係）

高知県沿岸漁業等経営育成資金申込書

(略)

（新設）
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（新設）
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第２号様式～第３号様式 (略) 第２号様式～第３号様式 (略)


